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厚生労働省医政局医療経営支援課 
 

 

 

医療法人が附帯業務として実施する海外における医療施設の運営に関 

する業務について（Ｑ＆Ａ） 

 

 医療法人制度の円滑な推進につきましては、平素より格別のご尽力を賜り厚

く御礼申し上げます。 

さて、医療法人が海外において医療施設の運営に関する業務を実施すること

については、「医療法人の附帯業務の拡大について」（平成２６年３月１９日付

医政発第０３１９第４号厚生労働省医政局長通知）及び、「医療法人の国際展開

に関する業務について」（平成２６年３月１９日付医政発第０３１９第５号厚生

労働省医政局長通知）により附帯業務として実施することを認め、その場合に

遵守すべき事項についても周知しているところですが、今般、複数の相談事例

があったこと等を踏まえて、Ｑ＆Ａを別添のとおり作成しましたので、各都道

府県におかれましては、御了知の上、管内の医療法人に対して指導・監督する

に当たって参考としてご活用いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

医療法人が附帯業務として実施する海外における医療施設の運営に関する業務

について（Ｑ＆Ａ） 

 

 

Ｑ１ 医療法人が海外における医療施設の運営に関する業務を実施する場合に、

その業務の内容に関して留意すべきことは何か。 

 

Ａ 以下の点について留意されたい。 

①  国際協力等の観点から、海外における医療の普及又は質の向上に資する

業務であること。 

②  日本や現地の法令等に従って、医療施設を運営し、適切な内容の医療を

提供していること。 

③  当該医療法人が日本国内に開設する病院等の経営に支障を与える可能

性のある、無制限の責任を負う契約や現地法人に対する債務保証などを行

っていないこと。 

④  その他、当該医療法人が日本国内に開設する病院等の経営に支障を与え

る可能性のあることを行うものでないこと。 

 

 

Ｑ２ 医療法人が海外における医療施設の運営に関する業務を実施するに当た

り、必要な現地法人への出資を行う場合に留意すべきことは何か。 

 

Ａ 以下の点について留意されたい。 

①  「医療法人会計基準について」（平成２６年３月１９日付医政発第０３

１９第７号厚生労働省医政局長通知）により周知した医療法人会計基準を

適用した会計処理を行っていること。 

②  出資の価額は、繰越利益積立金の額の範囲内となっていること。 

 

 

Ｑ３ 現地法人へ出資する場合、当該医療法人が全額を出資していなければい 

けないのか。 

 

Ａ 当該国（現地）の制度・行政指導等に従う必要があることから、全額出資

に限定せず、出資割合に関する基準も特に設けないこと。 

（ 別 添 ） 


